
質問書に対する回答

工事名：　東京外かく環状道路　中央ジャンクション北地中拡幅（南行）工事

No. 質問事項 回答

1

技術提案書等の資料作成説明　④技術提案書の項目
２．～６．の各項目に「課題に対する提案能力及びリスクの想定、対応力」とあり
ますが、提示された「課題」に対する提案と、その提案内容に対しての「リスクの
想定、対応力」という理解でよろしいでしょうか。

手続き開始の公示（説明書）4-7.技術提案の評価に示す評価基準を参照のう
え、作成してください。

2
技術提案書等の資料作成説明　⑤技術提案書の作成
各項目の中に「最も有効な工法等」とありますが、他の工法との比較検討を想
定されていると考えてよろしいでしょうか。

貴社が最も有効と考える工法等について提案してください。

3
技術提案書等の資料作成説明　⑤技術提案書の作成
各項目の中に「工法等」とありますが、「等」とは工法以外に具体的に何を想定さ
れているのでしょうか。

工法の安全性、確実性をより高めるために、付加させるべきものがある場合には
記述してください。

4
技術提案書等の資料作成説明　⑤技術提案書の作成
各項目の中に「コスト」、「工期」とありますが、具体的な数字で示す必要があるで
しょうか。

コスト・工期も含めた記載しているすべての観点を考慮して、総合的に有効と考
える工法等の提案を求めており、具体的な数字の記載については貴社でご判断
ください。

5

技術提案書等の資料作成説明　⑤技術提案書の作成
【発進基地の課題に関する提案】の「基地内物流について最も有効な工法・戦
略」とありますが、ここでのみ使用されている「戦略」について、どのような内容を
想定されているでしょうか。

発進基地に関する物流についての効率的かつ合理的な計画や考え方というも
のを想定しています。

6
技術提案書等の資料作成説明　⑦価格等の交渉の流れ
項目（4）の「参考額」とはどういうものでしょうか。

参考額とは、工事価格の目安を示すものです。なお、手続き開始の公示（説明
書）2-1.工事概要（3） 参考額及び参考工期に示すとおり、参考額は優先交渉
権者選定後に優先交渉権者に対し別途通知します。

7
技術提案書等の資料作成説明　⑦価格等の交渉の流れ
項目（4）の「参考額」に上限制はありますか。

参考額とは、工事価格の目安であり契約制限価格ではないため、その範囲内で
の契約を要するものではありません。

8
技術提案書等の資料作成説明　その他
本線シールドの利用について具体的な規制はありますか。

本線トンネル内の施工可能範囲は原則として設計説明図に記載のとおりとなり
ます。やむを得ず設計説明図に示す範囲を超える場合は、本線ＴＮ工事の工
程に著しく影響を与えないことが望ましい計画となります。


